
5.  維持管理業務の流れ

１．維持管理計画立案
管理している施設について、
点検・補修計画の立案を行います。

２．定期点検
点検計画に基づき、点検要領による
定期点検を行います。

３．不具合の発生
点検要領に基づき不具合の状況の
診断を行います。

４．調査診断
不具合箇所の診断結果に基づき、
補修が必要な箇所について、詳細
調査を行います。

５．計画設計
詳細調査の結果に基づき、補修の
計画設計を行います。

６．対策工
計画設計した内容に基づき、
不具合箇所の対策を行います。


